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〔第 1 問〕 
 本問は、公開会社における新株発行に関する事例をもとに、募集株式の発行等の効力の
争い方を問うものである。募集株式の発行等の効力発生の前か後かによって、適切な争い
方（募集株式の発行等の差止め／新株発行無効の訴え）を選択することが求められる。ま
た、本問における募集株式の発行等に法令違反（有利発行であるにもかかわらず株主総会
の特別決議が欠けていること）があること、および不公正発行にあたることを指摘し、そ
れを踏まえて差止事由および新株発行無効事由を検討することが求められる。 
 
〔第２問〕 
 本問は、通常の吸収合併においては、略式合併の場合と異なり、合併の対価が著しく不
当であることが差止事由とならないとする解釈の実質的根拠を問うものである。略式合併
では、特別支配株主の意向に沿って合併対価が定められる結果、少数株主に不利な合併対
価が定められる可能性が高い。これに対し、通常の吸収合併では、一般に、互いに独立し
た当事会社の取締役が各会社の立場で合併対価について交渉し、かつ、利害関係のない株
主によって合併対価が承認されることから、合併対価が不当であることを理由として合併
に反対する株主に、合併の差止めという手段を認めることが適当でないと考えられている
ことを指摘することが求められる。 


